
北海道檜山海区　共同漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

檜海共第
１号

ひやま漁業協同組合 檜山郡上ノ国町地先

次の基点第１号、基点第２号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 松前町と上ノ国町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 上ノ国町地先 立岩の中央
基点第3号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ３
基点第4号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ８
基点第5号 上ノ国町と江差町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第２号から ２６７ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第３号から ２９３ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点3 基点第４号から ２２４ 度 ３０分 ４，１００メートルの点
点4 基点第４号から ２８４ 度 ００分 ３，２００メートルの点
点5 基点第４号から ３２１ 度 ００分 ３，２００メートルの点
点6 基点第５号から ２８２ 度 １８分 ４，１００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
かき漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

上ノ国町 　なし

檜海共第
２号

ひやま漁業協同組合 檜山郡上ノ国町地先

次の基点第１号、基点第２号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 松前町と上ノ国町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 上ノ国町地先 立岩の中央
基点第3号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ３
基点第4号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ８
基点第5号 上ノ国町と江差町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第２号から ２６７ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第３号から ２９３ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点3 基点第４号から ２２４ 度 ３０分 ４，１００メートルの点
点4 基点第４号から ２８４ 度 ００分 ３，２００メートルの点
点5 基点第４号から ３２１ 度 ００分 ３，２００メートルの点
点6 基点第５号から ２８２ 度 １８分 ４，１００メートルの点

第二種共同漁業

あんこう・かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
たなご・そい刺し網漁業
ほていうお刺し網漁業
たら刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ小型定置網漁
業
かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業
がざみ・ひらつめがにかご漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
10月１日から翌年４月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から６月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

上ノ国町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければな
らない。
ア ９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やかに
海中に戻さなければならない。
イ  ベニズワイガニ及びズワイガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻
さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに使
用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限を規定しなけ
ればならない。
ア 身網の大きさは、100メートル以下でなければならない。
イ 垣網の長さは、300メートル以下でなければならない。
ウ 網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならな　い。
エ 身網の高さ（網立）は、15メートル以下でなければならない。

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

檜山郡江差町地先ひやま漁業協同組合
檜海共第

３号

団体 　なし江差町令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

１月１日から12月31日までぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
かき漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

第一種共同漁業次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域から点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１ ３、点１４、点１５、点１６及び
点５の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、基点第５
号、点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４、点２５、点２６、点２７、点２８、点２ ９、点３０、
点３１、点３２、点３３、点３４及び基点第６号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域、点３５、点３６、点３７、点３８、点３９、点４０、点４１、点４２、点４ ３、点４４、点４５、点４６、点４７、点４
８、点４９、点５０、点５１、点５２、点５３、点５４、点５５、点５ ６、点５７、点５８、点５９、点６０、点６１及び点３５
の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域並びに点６２、点６３、点６４及び点６５の各点を順次に結ん
だ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号上ノ国町と江差町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 鴎島
基点第3号 国土地理院三角点 柳崎
基点第4号 江差町と乙部町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第5号 国土地理院三角点 鴎島から１２５度４７分１５秒 ５３５．９３メートルの点
基点第6号 国土地理院三角点 鴎島から１２５度２３分４８秒 ３０６．５２メートルの点
点1 基点第１号から ２８２度１８分 ４，１００メートルの点
点2 基点第２号から ２５４度３０分 ３，４００メートルの点
点3 基点第３号から ２６３度００分 ３，２００メートルの点
点4 基点第４号から ２５７度３０分 ３，０００メートルの点
点5 江差港西防波堤上
（Ｘ＝－２３６，３９４．４９２ Ｙ＝－１０，７１２．２９２：座標系１１系） から ２９５度３０分  ３８．７０メートルの点
点6 点５から ２８２度３０分 ４６．０５メートルの点
点7 点６から １２度３０分 ３４１．２０メートルの点
点8 点７から １０２度３０分 ５．００メートルの点
点9 点８から １２度３０分 １３０．００メートルの点
点10 点９から １０２度３０分 ６５．００メートルの点
点11 点10から １９２度３０分 １３０．００メートルの点
点12 点11から １０２度３０分 １５．００メートルの点
点13 点12から １９２度３０分 １０５．００メートルの点
点14 点13から ２８２度３０分 ２．６０メートルの点
点15 点14から １９２度３０分 ６６．１０メートルの点
点16 点15から １９４度４４分１２秒 １３５．５１メートルの点
点17 基点第５号から  ２４５度５１分０７秒 ９１．０６メートルの点
点18 点17から ２０６度５４分 ６０．００メートルの点
点19 点18から １１６度５４分 ２４．５０メートルの点
点20 点19から １５７度０９分５８秒 ６７．００メートルの点
点21 点20から ２４８度４４分５８秒 ３．５０メートルの点
点22 点21から １５７度２４分３３秒 ３２．８０メートルの点
点23 点22から ２３３度２５分１４秒 ３３．００メートルの点
点24 点23から ２４５度４５分０１秒 ３４．００メートルの点
点25 点24から ３３７度４６分３１秒 ９６．５０メートルの点
点26 点25から ２９７度３６分１１秒 １２３．００メートルの点
点27 点26から ２５９度３６分４０秒 ６１．００メートルの点
点28 点27から ２５６度１６分１５秒 ７０．００メートルの点
点29 点28から ３４５度３３分４５秒 ４７．５０メートルの点
点30 点29から ２７０度２２分２８秒 ７６．５０メートルの点
点31 点30から ３４８度２７分４７秒 ２．５０メートルの点
点32 点31から ７７度１９分４７秒 ２１２．００メートルの点
点33 点32から １１６度５４分 ２２．５０メートルの点
点34 点33から ２６度５４分 ６０．００メートルの点
点35 江差港西防波堤上
（Ｘ＝－２３６，３９４．４９２ Ｙ＝－１０，７１２．２９２：座標系１１系） から ４５度３０分  ２３０．５０メートルの点
点36 点35から ３５３度００分 ８０．００メートルの点
点37 点36から ８３度００分 ７０．００メートルの点
点38 点37から １７３度００分 ５．００メートルの点
点39 点38から ８３度３０分 １３０．００メートルの点
点40 点39から １７３度００分 ５．００メートルの点
点41 点40から ８３度００分 ７０．００メートルの点
点42 点41から ６０度３８分３０秒 ６６．６７メートルの点
点43 点42から ３３度００分 １２５．００メートルの点
点44 点43から １２３度００分 ５５．００メートルの点
点45 点44から ２１３度００分 １５５．００メートルの点
点46 点45から ２４１度３０分 ５５．８０メートルの点
点47 点46から １４７度３０分 ９５．００メートルの点
点48 点47から ７４度００分 ５３．０８メートルの点
点49 点48から １６４度００分 １３８．１７メートルの点
点50 点49から １４５度３０分 ７３．４８メートルの点
点51 点50から ２５４度００分 ２９１．００メートルの点
点52 点51から ２６７度００分 ２６９．００メートルの点
点53 点52から ３５７度００分 １００．００メートルの点
点54 点53から ８７度００分 ２５８．００メートルの点
点55 点54から ７４度００分 １６６．００メートルの点
点56 点55から ３４３度５８分49秒 ９４．１７メートルの点
点57 点56から ３２８度００分54秒 １６６．０３メートルの点
点58 点57から ２６３度００分 ６０．００メートルの点
点59 点58から １７３度００分 ５．００メートルの点
点60 点59から ２６３度００分 １３０．００メートルの点
点61 点60から １７３度００分 １０．００メートルの点
点62 基点第２号から １１２度３５分１５秒 ２７０．５７メートルの点
点63 点62から １６度５８分５１秒 １２０．００メートルの点
点64 点63から １０６度５８分５１秒 ２０．００メートルの点
点65 点64から １９６度５８分５１秒 １２０．００メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

檜山郡江差町地先ひやま漁業協同組合檜海共第
４号

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域から点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１ ３、点１４、点１５、点１６及び
点５の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、基点第５
号、点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４、点２５、点２６、点２７、点２８、点２ ９、点３０、
点３１、点３２、点３３、点３４及び基点第６号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域、点３５、点３６、点３７、点３８、点３９、点４０、点４１、点４２、点４ ３、点４４、点４５、点４６、点４７、点４
８、点４９、点５０、点５１、点５２、点５３、点５４、点５５、点５ ６、点５７、点５８、点５９、点６０、点６１及び点３５
の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域並びに点６２、点６３、点６４及び点６５の各点を順次に結ん
だ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 上ノ国町と江差町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 鴎島
基点第3号 国土地理院三角点 柳崎
基点第4号 江差町と乙部町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第5号 国土地理院三角点 鴎島から１２５度４７分１５秒 ５３５．９３メートルの点
基点第6号 国土地理院三角点 鴎島から１２５度２３分４８秒 ３０６．５２メートルの点
点1 基点第１号から ２８２度１８分 ４，１００メートルの点
点2 基点第２号から ２５４度３０分 ３，４００メートルの点
点3 基点第３号から ２６３度００分 ３，２００メートルの点
点4 基点第４号から ２５７度３０分 ３，０００メートルの点
点5 江差港西防波堤上
（Ｘ＝－２３６，３９４．４９２ Ｙ＝－１０，７１２．２９２：座標系１１系） から ２９５度３０分  ３８．７０メートルの点
点6 点５から ２８２度３０分 ４６．０５メートルの点
点7 点６から １２度３０分 ３４１．２０メートルの点
点8 点７から １０２度３０分 ５．００メートルの点
点9 点８から １２度３０分 １３０．００メートルの点
点10 点９から １０２度３０分 ６５．００メートルの点
点11 点10から １９２度３０分 １３０．００メートルの点
点12 点11から １０２度３０分 １５．００メートルの点
点13 点12から １９２度３０分 １０５．００メートルの点
点14 点13から ２８２度３０分 ２．６０メートルの点
点15 点14から １９２度３０分 ６６．１０メートルの点
点16 点15から １９４度４４分１２秒 １３５．５１メートルの点
点17 基点第５号から  ２４５度５１分０７秒 ９１．０６メートルの点
点18 点17から ２０６度５４分 ６０．００メートルの点
点19 点18から １１６度５４分 ２４．５０メートルの点
点20 点19から １５７度０９分５８秒 ６７．００メートルの点
点21 点20から ２４８度４４分５８秒 ３．５０メートルの点
点22 点21から １５７度２４分３３秒 ３２．８０メートルの点
点23 点22から ２３３度２５分１４秒 ３３．００メートルの点
点24 点23から ２４５度４５分０１秒 ３４．００メートルの点
点25 点24から ３３７度４６分３１秒 ９６．５０メートルの点
点26 点25から ２９７度３６分１１秒 １２３．００メートルの点
点27 点26から ２５９度３６分４０秒 ６１．００メートルの点
点28 点27から ２５６度１６分１５秒 ７０．００メートルの点
点29 点28から ３４５度３３分４５秒 ４７．５０メートルの点
点30 点29から ２７０度２２分２８秒 ７６．５０メートルの点
点31 点30から ３４８度２７分４７秒 ２．５０メートルの点
点32 点31から ７７度１９分４７秒 ２１２．００メートルの点
点33 点32から １１６度５４分 ２２．５０メートルの点
点34 点33から ２６度５４分 ６０．００メートルの点
点35 江差港西防波堤上
（Ｘ＝－２３６，３９４．４９２ Ｙ＝－１０，７１２．２９２：座標系１１系） から ４５度３０分  ２３０．５０メートルの点
点36 点35から ３５３度００分 ８０．００メートルの点
点37 点36から ８３度００分 ７０．００メートルの点
点38 点37から １７３度００分 ５．００メートルの点
点39 点38から ８３度３０分 １３０．００メートルの点
点40 点39から １７３度００分 ５．００メートルの点
点41 点40から ８３度００分 ７０．００メートルの点
点42 点41から ６０度３８分３０秒 ６６．６７メートルの点
点43 点42から ３３度００分 １２５．００メートルの点
点44 点43から １２３度００分 ５５．００メートルの点
点45 点44から ２１３度００分 １５５．００メートルの点
点46 点45から ２４１度３０分 ５５．８０メートルの点
点47 点46から １４７度３０分 ９５．００メートルの点
点48 点47から ７４度００分 ５３．０８メートルの点
点49 点48から １６４度００分 １３８．１７メートルの点
点50 点49から １４５度３０分 ７３．４８メートルの点
点51 点50から ２５４度００分 ２９１．００メートルの点
点52 点51から ２６７度００分 ２６９．００メートルの点
点53 点52から ３５７度００分 １００．００メートルの点
点54 点53から ８７度００分 ２５８．００メートルの点
点55 点54から ７４度００分 １６６．００メートルの点
点56 点55から ３４３度５８分49秒 ９４．１７メートルの点
点57 点56から ３２８度００分54秒 １６６．０３メートルの点
点58 点57から ２６３度００分 ６０．００メートルの点
点59 点58から １７３度００分 ５．００メートルの点
点60 点59から ２６３度００分 １３０．００メートルの点
点61 点60から １７３度００分 １０．００メートルの点
点62 基点第２号から １１２度３５分１５秒 ２７０．５７メートルの点
点63 点62から １６度５８分５１秒 １２０．００メートルの点
点64 点63から １０６度５８分５１秒 ２０．００メートルの点
点65 点64から １９６度５８分５１秒 １２０．００メートルの点

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定　しなければ
ならない。
ア  ９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に　は、速やか
に海中に戻さなければならない。
イ  ベニズワイガニ及びズワイガニが採捕された場合には、速や　かに海中に
戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統　数並びに使
用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限　を規定しな
ければならない。
ア  身網の大きさは、100メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、300メートル以下でなければならない。
ウ  網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならな　い。
エ　身網の高さ（網立）は、15メートル以下でなければならない。

第二種共同漁業 あんこう・かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
たなご・そい刺し網漁業
ほていうお刺し網漁業
たら刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ小型定置網漁
業
かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業
がざみ・ひらつめがにかご漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
10月１日から翌年４月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から６月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体 江差町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

檜海共第
５号

ひやま漁業協同組合 爾志郡乙部町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 江差町と乙部町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 鮪ノ岬
基点第3号 乙部町と八雲町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２５７ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２１１ 度 ３０分 ３，１００メートルの点
点3 基点第３号から ２４２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
かき漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

乙部町 　なし

檜海共第
６号

ひやま漁業協同組合 爾志郡乙部町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 江差町と乙部町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 鮪ノ岬
基点第3号 乙部町と八雲町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２５７ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２１１ 度 ３０分 ３，１００メートルの点
点3 基点第３号から ２４２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点

第二種共同漁業

あんこう・かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
たなご・そい刺し網漁業
ほていうお刺し網漁業
たら刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ小型定置網漁
業
かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業
がざみ・ひらつめがにかご漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
10月１日から翌年４月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から６月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

乙部町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定　しなければ
ならない。
ア  ９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に　は、速やか
に海中に戻さなければならない。
イ  ベニズワイガニ及びズワイガニが採捕された場合には、速や　かに海中に
戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統　数並びに使
用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限　を規定しな
ければならない。
ア  身網の大きさは、100メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、300メートル以下でなければならない。
ウ  網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならな　い。
エ　身網の高さ（網立）は、15メートル以下でなければならない。

檜海共第
７号

ひやま漁業協同組合 二海郡八雲町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 乙部町と八雲町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 人住内
基点第3号 八雲町とせたな町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２４２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２４４ 度 ００分 ３，１００メートルの点
点3 基点第３号から ２００ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点4 基点第３号から ２３２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
かき漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

八雲町熊石泉岱町、熊石折戸町、
熊石相沼町、熊石館平町、熊石泊
川町、熊石黒岩町、熊石見日町、
熊石鮎川町、熊石大谷町、熊石平
町、熊石畳岩町、熊石根崎町、熊
石雲石町、熊石鳴神町、熊石西浜
町及び熊石関内町

　なし

檜海共第
８号

ひやま漁業協同組合 二海郡八雲町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 乙部町と八雲町境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 人住内
基点第3号 八雲町とせたな町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２４２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２４４ 度 ００分 ３，１００メートルの点
点3 基点第３号から ２００ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点4 基点第３号から ２３２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点

第二種共同漁業

あんこう・かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
たなご・そい刺し網漁業
ほていうお刺し網漁業
たら刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ小型定置網漁
業
かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業
がざみ・ひらつめがにかご漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
10月１日から翌年４月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から６月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

八雲町熊石泉岱町、熊石折戸町、
熊石相沼町、熊石館平町、熊石泊
川町、熊石黒岩町、熊石見日町、
熊石鮎川町、熊石大谷町、熊石平
町、熊石畳岩町、熊石根崎町、熊
石雲石町、熊石鳴神町、熊石西浜
町及び熊石関内町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定　しなければ
ならない。
ア  ９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に　は、速やか
に海中に戻さなければならない。
イ  ベニズワイガニ及びズワイガニが採捕された場合には、速や　かに海中に
戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統　数並びに使
用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限　を規定しな
ければならない。
ア  身網の大きさは、100メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、300メートル以下でなければならない。
ウ  網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならない。
エ　身網の高さ（網立）は、15メートル以下でなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

檜海共第
９号

ひやま漁業協同組合 久遠郡せたな町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 八雲町とせたな町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 水Ｈ５－１
基点第3号 国土地理院三角点 花歌
基点第4号 国土地理院三角点 上浦
点1 基点第１号から ２３２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第３号から １９２ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点3 点２と点５を結んだ線と点４から ２２２度３０分の線との交点
点4 基点第２号から １７５ 度 ３５分 １８１．８０メートルの点
点5 基点第４号から ２２７ 度 ３０分 ３，７００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
かき漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

せたな町大成区長磯、貝取澗、平
浜及び宮野

　なし

檜海共第
10号

ひやま漁業協同組合 久遠郡せたな町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 八雲町とせたな町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 水Ｈ５－１
基点第3号 国土地理院三角点 花歌
基点第4号 国土地理院三角点 上浦
点1 基点第１号から ２３２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第３号から １９２ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点3 点２と点５を結んだ線と点４から ２２２度３０分の線との交点
点4 基点第２号から １７５ 度 ３５分 １８１．８０メートルの点
点5 基点第４号から ２２７ 度 ３０分 ３，７００メートルの点

第二種共同漁業

あんこう・かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
たなご・そい刺し網漁業
ほていうお刺し網漁業
たら刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ小型定置網漁
業
かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業
がざみ・ひらつめがにかご漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
10月１日から翌年４月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から６月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

せたな町大成区長磯、貝取澗、平
浜及び宮野

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定　しなければ
ならない。
ア  ９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に　は、速やか
に海中に戻さなければならない。
イ  ベニズワイガニ及びズワイガニが採捕された場合には、速や　かに海中に
戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統　数並びに使
用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限　を規定しな
ければならない。
ア  身網の大きさは、100メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、300メートル以下でなければならない。
ウ  網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならな　い。
エ　身網の高さ（網立）は、15メートル以下でなければならない。

檜海共第
11号

ひやま漁業協同組合 久遠郡せたな町地先

次の基点第２号、点１、点３、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 北海道水産林務部図根点 水Ｈ５－１
基点第2号 国土地理院４等三角点 花歌
基点第3号 国土地理院４等三角点 上浦
基点第4号 せたな町大成区とせたな町北檜山区の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １７５度３５分 １８１．８０メートルの点
点2 基点第２号から １９２度００分 ３，０００メートルの点
点3 点２と点４を結んだ線と点１から ２２２度３０分の線との交点
点4 基点第３号から ２２７度３０分 ３，７００メートルの点
点5 基点第４号から ２７２度３０分 ３，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
かき漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

せたな町大成区花歌、久遠、本
陣、都、上浦、富磯及び太田

　なし

檜海共第
12号

ひやま漁業協同組合 久遠郡せたな町地先

次の基点第２号、点１、点３、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 北海道水産林務部図根点 水Ｈ５－１
基点第2号 国土地理院４等三角点 花歌
基点第3号 国土地理院４等三角点 上浦
基点第4号 せたな町大成区とせたな町北檜山区の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １７５度３５分 １８１．８０メートルの点
点2 基点第２号から １９２度００分 ３，０００メートルの点
点3 点２と点４を結んだ線と点１から ２２２度３０分の線との交点
点4 基点第３号から ２２７度３０分 ３，７００メートルの点
点5 基点第４号から ２７２度３０分 ３，０００メートルの点

第二種共同漁業

あんこう・かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
たなご・そい刺し網漁業
ほていうお刺し網漁業
たら刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ小型定置網漁
業
かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業
がざみ・ひらつめがにかご漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
10月１日から翌年４月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から６月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

せたな町大成区花歌、久遠、本
陣、都、上浦、富磯及び太田

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定　しなければ
ならない。
ア  ９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に　は、速やか
に海中に戻さなければならない。
イ  ベニズワイガニ及びズワイガニが採捕された場合には、速や　かに海中に
戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統　数並びに使
用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限　を規定しな
ければならない。
ア  身網の大きさは、100メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、300メートル以下でなければならない。
ウ  網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならな　い。
エ　身網の高さ（網立）は、15メートル以下でなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

団体 せたな町北檜山区及び瀬棚区 　なし檜海共第
13号

ひやま漁業協同組合 久遠郡せたな町地先 次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７及び基点第６号の各点を順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域から、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６、点１
７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域及び基点第９号、点３３、点３４、点３５、点３６、点３７、点３８、点３９、点４０、点４１、点４２、
点４３、点４４及び基点第１０号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除い
た区域並びに点２５、点２６、点２７、点２８及び点２５の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域、点２
９、点３０、 点３１、点３２及び点２９の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 せたな町大成区とせたな町北檜山区の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 水垂岬
基点第3号 国土地理院三角点 三本杉
基点第4号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ４
基点第5号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ９
基点第6号 せたな町と島牧村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第7号 基点第３号から １９５度００分 １，７９０メートルの点
基点第8号 点２１から ９４度００分 ３５０メートルの点
基点第9号 基点第３号から １９３度４７分０９秒 ２，００２．３１１メートルの点
基点第10号 点４４から ９２度１１分１２秒 ６５．８８８メートルの点
点1 基点第１号から ２７２度３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２８０度００分 ３，１００メートルの点
点3 基点第２号から ３５８度３０分 ３，３００メートルの点
点4 基点第３号から ２５５度３０分 ３，６００メートルの点
点5 基点第４号から ２７２度００分 ３，０００メートルの点
点6 基点第５号から ２７２度３０分 ３，０００メートルの点
点7 基点第６号から ２９７度３０分 ３，０００メートルの点
点8 基点第７号から ３５６度１５分４５秒 ５８０．９０メートルの点
点9 点８から ２７４度５７分０４秒 ３１０．００メートルの点
点10 点９から ４度５７分０５秒 １４０．００メートルの点
点11 点１０から ２７４度５７分０３秒 １４０．００メートルの点
点12 点１１から １８４度５７分０６秒 １００．００メートルの点
点13 点１２から ２６１度３９分２０秒 ７２．５８メートルの点
点14 点１３から ３１９度１５分５３秒 ３８２．８６メートルの点
点15 点１４から ２２８度５７分２３秒 ５１６．２３メートルの点
点16 点１５から ６度００分００秒 ３２９．７７メートルの点
点17 点１６から ５４度５６分４８秒 １３８．６５メートルの点
点18 点１７から ３２４度５３分３５秒 ６３．８０メートルの点
点19 点１８から ５４度５６分４３秒 ６３３．１３メートルの点
点20 点１９から ３２４度４９分５３秒 ２００．４６メートルの点
点21 点２０から ５４度５９分５５秒 ８７．２８メートルの点
点22 点２１から ９３度５９分５８秒 １４５．００メートルの点
点23 点２２から １５９度４５分３３秒 ２３２．９１メートルの点
点24 点２３から ７５度２８分１４秒 ２０５．００メートルの点
点25 点２６から ３２０度３８分５２秒 ４１２．６０メートルの点
点26 点８から ２８０度２３分２６秒 ４５６．１５メートルの点
点27 点２８から １４０度３８分５２秒 ４１２．６０メートルの点
点28 点２５から ５０度３８分５０秒 １０．００メートルの点
点29 点３２から ３２０度４６分２４秒 ９０．００メートルの点
点30 点２９から ５０度４６分１０秒 １０．００メートルの点
点31 点３０から １４０度４６分２４秒 ９０．００メートルの点
点32 点８から ３４９度２９分５７秒 ４４１．７８メートルの点
点33 基点第９号から ２７８度２８分３２秒 ４８．１９９メートルの点
点34 点33から ２７４度０３分１８秒 ８０．０１１メートルの点
点35 点34から ２７７度３５分００秒 ８０．０８１メートルの点
点36 点35から ２７６度２７分２６秒 ９０．０２９メートルの点
点37 点36から ４度５９分４５秒 ２．０９０メートルの点
点38 点37から ２７３度４１分４７秒 ５７．９９６メートルの点
点39 点38から １８５度００分００秒 ５３．６５０メートルの点
点40 点39から ９５度４０分２０秒 ５７．９８５メートルの点
点41 点40から ４度５９分４４秒 ２．４００メートルの点
点42 点41から ９３度２０分２０秒 ９０．０３８メートルの点
点43 点42から ９１度４７分４０秒 ８０．１２５メートルの点
点44 点43から ９５度２２分２２秒 ８０．００２メートルの点

第一種共同漁業 １月１日から12月31日までぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
かき漁業
つぶ漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

檜海共第
14号

ひやま漁業協同組合 久遠郡せたな町地先 第二種共同漁業 あんこう・かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
たなご・そい刺し網漁業
ほていうお刺し網漁業
たら刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ます・いか・いかなご・ほっけ・ひらめ小型定置網漁
業
かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業
がざみ・ひらつめがにかご漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
10月１日から翌年４月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から６月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体 せたな町北檜山区及び瀬棚区 （１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定　しなければ
ならない。
ア  ９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に　は、速やか
に海中に戻さなければならない。
イ  ベニズワイガニ及びズワイガニが採捕された場合には、速や　かに海中に
戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統　数並びに使
用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限　を規定しな
ければならない。
ア  身網の大きさは、100メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは、300メートル以下でなければならない。
ウ  網は、水面から水深の２分の１以深に敷設しなければならな　い。
エ　身網の高さ（網立）は、15メートル以下でなければならない。

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７及び基点第６号の各点を順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域から、基点第７号、点８、点９、点１０、点１ １、点１２、点１３、点１４、点１５、
点１６、点１７及び基点第８号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域、基点第
９号、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２ ３、点２４、点２５、点２６、点２７、点２８、点２９及び基点第１０
号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 せたな町大成区とせたな町北檜山区の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 水垂岬
基点第3号 国土地理院三角点 三本杉
基点第4号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ４
基点第5号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ９
基点第6号 せたな町と島牧村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第7号 基点第３号から １９５度００分 １，７９０メートルの点
基点第8号 点１７から ９４度００分 ３５０メートルの点
基点第9号 基点第３号から １９３度４７分０９秒 ２，００２．３１１メートルの点
基点第10号 点２９から ９２度１１分１２秒 ６５．８８８メートルの点
点1 基点第１号から ２７２度３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２８０度００分 ３，１００メートルの点
点3 基点第２号から ３５８度３０分 ３，３００メートルの点
点4 基点第３号から ２５５度３０分 ３，６００メートルの点
点5 基点第４号から ２７２度００分 ３，０００メートルの点
点6 基点第５号から ２７２度３０分 ３，０００メートルの点
点7 基点第６号から ２９７度３０分 ３，０００メートルの点
点8 基点第７号から ２７６度５９分３７秒 ６８０．７４メートルの点
点9 点８から ４度５７分０６秒 ６４５．１９メートルの点
点10 点９から ３１９度００分５８秒 ２８１．１７メートルの点
点11 点１０から ２２８度５７分２３秒 ５１６．２３メートルの点
点12 点１１から ６度００分００秒 ３２９．７７メートルの点
点13 点１２から ５４度５６分４８秒 １３８．６５メートルの点
点14 点１３から ３２４度５３分３５秒 ６３．８０メートルの点
点15 点１４から ５４度５６分４３秒 ６３３．１３メートルの点
点16 点１５から ３２４度４９分５３秒 ２００．４６メートルの点
点17 点１６から ５４度５９分５５秒 ８７．２９メートルの点
点18 基点第９号から ２７８度２８分３２秒 ４８．１９９メートルの点
点19 点１８から ２７４度０３分１８秒 ８０．０１１メートルの点
点20 点１９から ２７７度３５分００秒 ８０．０８１メートルの点
点21 点２０から ２７６度２７分２６秒 ９０．０２９メートルの点
点22 点２１から ４度５９分４５秒 ２．０９０メートルの点
点23 点２２から ２７３度４１分４７秒 ５７．９９６メートルの点
点24 点２３から １８５度００分００秒 ５３．６５０メートルの点
点25 点２４から ９５度４０分２０秒 ５７．９８５メートルの点
点26 点２５から ４度５９分４４秒 ２．４００メートルの点
点27 点２６から ９３度２０分２０秒 ９０．０３８メートルの点
点28 点２７から ９１度４７分４０秒 ８０．１２５メートルの点
点29 点２８から ９５度２２分２２秒 ８０．００２メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

檜海共第
15号

ひやま漁業協同組合 奥尻郡奥尻町地先 第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
もずく漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
かき漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

奥尻町 　なし

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１及び点１の各点を順次に結んだ線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域から、基点第９号、点１２、点１３、点１ ４、点１５、点１６、点１７、点１
８、点１９、点２０、点２１、点３７、点３６、点３５、点３４、点３３、点３ ２、点３１、点２２、点２３、点２４、点２５、点
４７、点４６、点４５、点４４、点２７、点２８、点２９、点３０ 及び基点第１０号の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域、点３８、点３９、点４０、点４１、点４２、点４３及び点３８の各点を順次に
結んだ線によって囲まれた区域、並びに点４８、点４９、点５０、点５１、点５２、点５３、点５４、点５５、点５６、点
５７及び点４８ の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ４
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.３９（北海道水産部三角点 水Ｄ４～）
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.５７（北海道三角点 拓１２～）
基点第4号 室津島灯台中心点
（北緯４２度００分５２．９８秒 東経１３９度２７分０７．２０秒）
基点第5号 北海道営林局図根点 才３３
基点第6号 北海道営林局図根点 才１９
基点第7号 北海道営林局図根点 No.２５０
基点第8号 奥尻港基点（Ｘ＝－２０２，３３２．８９７ Ｙ＝－６０，５５０．２７８：座標系１１系）
基点第9号 基点第８号から ２１度３８分３６秒 ９１２．４９メートルの点
基点第10号 点30から ２７４度４０分 １２０メートルの点
点1 基点第１号から ０度００分 ４，０００メートルの点
点2 基点第１号から ９０度００分 ３，０００メートルの点
点3 基点第２号から １１５度００分 ３，０００メートルの点
点4 基点第３号から １４０度００分 ３，０００メートルの点
点5 基点第４号から ９０度００分 ３，０００メートルの点
点6 基点第４号から １８０度００分 ４，０００メートルの点
点7 基点第４号から ２７０度００分 ３，０００メートルの点
点8 基点第５号から ２２５度００分 ３，５００メートルの点
点9 基点第６号から ２７０度００分 ２，５００メートルの点
点10 基点第７号から ３１７度３０分 ３，０００メートルの点
点11 基点第１号から ２９０度００分 ３，０００メートルの点
点12 基点第９号から １１２度１９分３２秒 ８６．９９メートルの点
点13 点12から ２０２度１９分２２秒 ５メートルの点
点14 点13から １１２度１９分３２秒 ９１メートルの点
点15 点14から １２４度５５分５５秒 １５．５７メートルの点
点16 点15から １１２度１９分３０秒 ４７．８０メートルの点
点17 点16から ２０２度１９分３２秒 ６４．５９メートルの点
点18 点17から ２０２度１９分３０秒 １３４．９２メートルの点
点19 点18から ２０２度１９分３４秒 ２２．５７メートルの点
点20 点19から １１１度４７分０８秒 ６１．９９メートルの点
点21 点20から １５７度５９分５３秒 １３９．５０メートルの点
点22 点21から １０４度３０分 １４０メートルの点
点23 点22から １４２度３０分 ４５メートルの点
点24 点23から ２３２度３０分 ２３０メートルの点
点25 点24から ３２２度３０分 ５メートルの点
点26 点25から ２３２度１５分 ３０４メートルの点
点27 点26から ２８８度３０分 ４８メートルの点
点28 点27から ２０５度１０分 ２４２メートルの点
点29 点28から １９１度０５分 ２８０メートルの点
点30 点29から １８４度４０分 １７０メートルの点
点31 点22から ２２度３０分 ４８メートルの点
点32 点31から １１２度３０分 ２メートルの点
点33 点32から ２２度３０分 ５５メートルの点
点34 点33から ２９２度３０分 ３９メートルの点
点35 点34から ２０２度３０分 ５５メートルの点
点36 点35から １１２度３０分 １メートルの点
点37 点36から ２０２度３０分 ５３．０５メートルの点
点38 基点第８号から ６４度２４分 ８５５．１５メートルの点
点39 点38から ５２度３０分 １８１メートルの点
点40 点39から ３２２度３０分 ４２メートルの点
点41 点40から ２３２度３０分 ９３メートルの点
点42 点41から １４２度３０分 １メートルの点
点43 点42から ２３２度３０分 ８８メートルの点
点44 点26から ２８８度３０分 ２２．１１メートルの点
点45 点44から １９８度３０分 ４７メートルの点
点46 点45から １０８度３０分 ３６メートルの点
点47 点46から １８度３０分 ６７．７９メートルの点
点48 基点第８号から ４２度５４分３６秒 ９９５．１３メートルの点
点49 点48から １７１度１６分３１秒 １１９．４０メートルの点
点50 点49から ２６１度１３分２１秒 ４０．８０メートルの点
点51 点50から ３５１度１６分３０秒 １１９．４０メートルの点
点52 点51から ２６１度１２分２２秒 ２．１０メートルの点
点53 点52から ３５１度１６分３７秒 ５０．００メートルの点
点54 点53から ３５１度１６分３７秒 ６９．６２メートルの点
点55 点54から ８１度１６分３２秒 ４２．２０メートルの点
点56 点55から １７１度１６分３５秒 ６９．５８メートルの点
点57 点56から １７１度１６分３６秒 ５０．００メートルの点
  



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

　なし上ノ国町、江差町、乙部町、八雲
町熊石泉岱町、熊石折戸町、熊石
相沼町、熊石館平町、熊石泊川
町、熊石黒岩町、熊石見日町、熊
石鮎川町、熊石大谷町、熊石平
町、熊石畳岩町、熊石根崎町、熊
石雲石町、熊石鳴神町、熊石西浜
町、熊石関内町、せたな町及び奥
尻町

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１   ４、点１５、点１６、
点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４、点２５、点２６、点２ ７、点２８、点２９、点３０及び点
１の各点を順次に結んだ線と、点３１、点３２、点３３、点３４、点３５、点３６、点３７、点３８、点３９、点４０、点４
１及び点３１の各点を順次に結んだ線とによって囲まれた区域
基点第1号 上ノ国町地先 立岩の中央
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ３
基点第3号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ８
基点第4号 上ノ国町と江差町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第5号 国土地理院三角点 鴎島
基点第6号 国土地理院三角点 柳崎
基点第7号 江差町と乙部町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第8号 国土地理院三角点 鮪ノ岬
基点第9号 乙部町と八雲町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第10号 国土地理院三角点 人住内
基点第11号 八雲町とせたな町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第12号 国土地理院三角点 花歌
基点第13号 国土地理院三角点 上浦
基点第14号 せたな町大成区とせたな町北檜山区の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第15号 国土地理院三角点 水垂
基点第16号 国土地理院三角点 三本杉
基点第17号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ４
基点第18号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ９
基点第19号 せたな町と島牧村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第20号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ４
基点第21号 北海道水産林務部図根点 No.３９（北海道水産部三角点 水Ｄ４～）
基点第22号 北海道水産林務部図根点 No.５７（北海道三角点 拓１２～）
基点第23号 室津島灯台中心点
（北緯４２度００分５２．９８秒 東経１３９度２７分０７．２０秒）
基点第24号 北海道営林局図根点 才３３
基点第25号 北海道営林局図根点 才１９
基点第26号 北海道営林局図根点 No.２５０
点1 基点第１号から ２６７度 ３０分 １０，０００メートルの点
点2 基点第23号から １７１度 ００分 ２８，０００メートルの点
点3 基点第23号から ２２５度 ００分 １５，０００メートルの点
点4 基点第25号から ２５１度 ００分 １１，５００メートルの点
点5 基点第25号から ３３４度 ３０分 １２，０００メートルの点
点6 基点第20号から １５度 ００分 １０，０００メートルの点
点7 基点第19号から ２９７度 ３０分 １０，９００メートルの点
点8 基点第19号から ２９７度 ３０分 ３，０００メートルの点
点9 基点第18号から ２７２度 ３０分 ３，０００メートルの点
点10 基点第17号から ２７２度 ００分 ３，０００メートルの点
点11 基点第16号から ２５５度 ３０分 ３，６００メートルの点
点12 基点第15号から ３５８度 ３０分 ３，３００メートルの点
点13 基点第15号から ２８０度 ００分 ３，１００メートルの点
点14 基点第14号から ２７２度 ３０分 ３，０００メートルの点
点15 基点第13号から ２２７度 ３０分 ３，７００メートルの点
点16 基点第12号から １９２度 ００分 ３，０００メートルの点
点17 基点第11号から ２３２度 ３０分 ３，０００メートルの点
点18 基点第11号から ２００度 ００分 ３，０００メートルの点
点19 基点第10号から ２４４度 ００分 ３，１００メートルの点
点20 基点第９号から ２４２度 ３０分 ３，０００メートルの点
点21 基点第８号から ２１１度 ３０分 ３，１００メートルの点
点22 基点第７号から ２５７度 ３０分 ３，０００メートルの点
点23 基点第６号から ２６３度 ００分 ３，２００メートルの点
点24 基点第５号から ２５４度 ３０分 ３，４００メートルの点
点25 基点第４号から ２８２度 １８分 ４，１００メートルの点
点26 基点第３号から ３２１度 ００分 ３，２００メートルの点
点27 基点第３号から ２８４度 ００分 ３，２００メートルの点
点28 基点第３号から ２２４度 ３０分 ４，１００メートルの点
点29 基点第２号から ２９３度 ００分 ３，０００メートルの点
点30 基点第１号から ２６７度 ３０分 ３，０００メートルの点
点31 基点第20号から ０度 ００分 ４，０００メートルの点
点32 基点第20号から ９０度 ００分 ３，０００メートルの点
点33 基点第21号から １１５度 ００分 ３，０００メートルの点
点34 基点第22号から １４０度 ００分 ３，０００メートルの点
点35 基点第23号から ９０度 ００分 ３，０００メートルの点
点36 基点第23号から １８０度 ００分 ４，０００メートルの点
点37 基点第23号から ２７０度 ００分 ３，０００メートルの点
点38 基点第24号から ２２５度 ００分 ３，５００メートルの点
点39 基点第25号から ２７０度 ００分 ２，５００メートルの点
点40 基点第26号から ３１７度 ３０分 ３，０００メートルの点
点41 基点第20号から ２９０度 ００分 ３，０００メートルの点

檜山郡上ノ国町及び江
差町、爾志郡乙部町、
二海郡八雲町、久遠郡
せたな町並びに奥尻郡
奥尻町地先

ひやま漁業協同組合檜海共第
17号

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで 令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

檜海共第
18号

ひやま漁業協同組合

檜山郡上ノ国町及び江
差町、爾志郡乙部町、
二海郡八雲町、久遠郡
せたな町並びに奥尻郡
奥尻町地先

第二種共同漁業

あんこう・かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
たら刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
めばる刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
10月１日から翌年4月30日まで
１月１日から12月31日まで
10月１日から翌年４月30日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

上ノ国町、江差町、乙部町、八雲
町熊石泉岱町、熊石折戸町、熊石
相沼町、熊石館平町、熊石泊川
町、熊石黒岩町、熊石見日町、熊
石鮎川町、熊石大谷町、熊石平
町、熊石畳岩町、熊石根崎町、熊
石雲石町、熊石鳴神町、熊石西浜
町、熊石関内町、せたな町及び奥
尻町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定　しなければ
ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合に　は、速やか
に海中に戻さなければならない。
イ　ベニズワイガニ及びズワイガニが採捕された場合には、速や　かに海中に
戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに　使用する漁
船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６、
点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４、点２５、点２６、点２７、点２８、点２９、点３０及び点
１の各点を順次に結んだ線と、点３１、点３２、点３３、点３４、点３５、点３６、点３７、点３８、点３９、点４０、点４
１及び点３１の各点を順次に結んだ線とによって囲まれた区域
基点第1号 上ノ国町地先 立岩の中央
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ３
基点第3号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ８
基点第4号 上ノ国町と江差町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第5号 国土地理院三角点 鴎島
基点第6号 国土地理院三角点 柳崎
基点第7号 江差町と乙部町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第8号 国土地理院三角点 鮪ノ岬
基点第9号 乙部町と八雲町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第10号 国土地理院三角点 人住内
基点第11号 八雲町とせたな町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第12号 国土地理院三角点 花歌
基点第13号 国土地理院三角点 上浦
基点第14号 せたな町大成区とせたな町北檜山区の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第15号 国土地理院三角点 水垂
基点第16号 国土地理院三角点 三本杉
基点第17号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ４
基点第18号 北海道水産林務部三角点 水Ｔ９
基点第19号 せたな町と島牧村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第20号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ４
基点第21号 北海道水産林務部図根点 No.３９（北海道水産部三角点 水Ｄ４～）
基点第22号 北海道水産林務部図根点 No.５７（北海道三角点 拓１２～）
基点第23号 室津島灯台中心点
（北緯４２度００分５２．９８秒 東経１３９度２７分０７．２０秒）
基点第24号 北海道営林局図根点 才３３
基点第25号 北海道営林局図根点 才１９
基点第26号 北海道営林局図根点 No.２５０
点1 基点第１号から ２６７度 ３０分 １０，０００メートルの点
点2 基点第23号から １７１度 ００分 ２８，０００メートルの点
点3 基点第23号から ２２５度 ００分 １５，０００メートルの点
点4 基点第25号から ２５１度 ００分 １１，５００メートルの点
点5 基点第25号から ３３４度 ３０分 １２，０００メートルの点
点6 基点第20号から １５度 ００分 １０，０００メートルの点
点7 基点第19号から ２９７度 ３０分 １０，９００メートルの点
点8 基点第19号から ２９７度 ３０分 ３，０００メートルの点
点9 基点第18号から ２７２度 ３０分 ３，０００メートルの点
点10 基点第17号から ２７２度 ００分 ３，０００メートルの点
点11 基点第16号から ２５５度 ３０分 ３，６００メートルの点
点12 基点第15号から ３５８度 ３０分 ３，３００メートルの点
点13 基点第15号から ２８０度 ００分 ３，１００メートルの点
点14 基点第14号から ２７２度 ３０分 ３，０００メートルの点
点15 基点第13号から ２２７度 ３０分 ３，７００メートルの点
点16 基点第12号から １９２度 ００分 ３，０００メートルの点
点17 基点第11号から ２３２度 ３０分 ３，０００メートルの点
点18 基点第11号から ２００度 ００分 ３，０００メートルの点
点19 基点第10号から ２４４度 ００分 ３，１００メートルの点
点20 基点第９号から ２４２度 ３０分 ３，０００メートルの点
点21 基点第８号から ２１１度 ３０分 ３，１００メートルの点
点22 基点第７号から ２５７度 ３０分 ３，０００メートルの点
点23 基点第６号から ２６３度 ００分 ３，２００メートルの点
点24 基点第５号から ２５４度 ３０分 ３，４００メートルの点
点25 基点第４号から ２８２度 １８分 ４，１００メートルの点
点26 基点第３号から ３２１度 ００分 ３，２００メートルの点
点27 基点第３号から ２８４度 ００分 ３，２００メートルの点
点28 基点第３号から ２２４度 ３０分 ４，１００メートルの点
点29 基点第２号から ２９３度 ００分 ３，０００メートルの点
点30 基点第１号から ２６７度 ３０分 ３，０００メートルの点
点31 基点第20号から ０度 ００分 ４，０００メートルの点
点32 基点第20号から ９０度 ００分 ３，０００メートルの点
点33 基点第21号から １１５度 ００分 ３，０００メートルの点
点34 基点第22号から １４０度 ００分 ３，０００メートルの点
点35 基点第23号から ９０度 ００分 ３，０００メートルの点
点36 基点第23号から １８０度 ００分 ４，０００メートルの点
点37 基点第23号から ２７０度 ００分 ３，０００メートルの点
点38 基点第24号から ２２５度 ００分 ３，５００メートルの点
点39 基点第25号から ２７０度 ００分 ２，５００メートルの点
点40 基点第26号から ３１７度 ３０分 ３，０００メートルの点
点41 基点第20号から ２９０度 ００分 ３，０００メートルの点


